
即席めん類の日本農林規格の全部を改正する件新旧対照表条文

○即席めんの日本農林規格（平成２１年４月９日農林水産省告示第４８４号）

新（平成21年4月9日農林水産省告示第484号） 旧 （廃止）生タイプ即席めんの日本農林規格

即席めんの日本農林規格 即席めん類の日本農林規格 生タイプ即席めんの日本農林規格

（適用の範囲） （適用の範囲） （適用の範囲）

第１条 この規格は、即席めんに適用する。 第１条 この規格は、即席めん類のうち、即席中華めん、即席和風め 第１条 この規格は、生タイプ即席めんに適用する。

ん及び即席カップめんに適用する。

（定義） （定義） （定義）

第２条 この規格において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、そ 第２条 この規格において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、そ 第２条 この規格において、次の表の左欄に掲げる用語の

れぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。 れぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。 定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

用 語 定 義 用 語 定 義 用 語 定 義

小麦粉又はそば粉を主原料とし、これに即 席 め ん 次に掲げるものをいう。 即 席 め ん 類 次に掲げるものをいう。 生タイプ即席

麦粉又はそば粉を主原料とし、これに食 １ 小麦粉又はそば粉を主原料とし、これに水 水、食塩又はかんすいその他めんの弾力１ 小 めん

塩又はかんすいその他めんの弾力性、粘性等 、食塩又はかんすいその他めんの弾力性、粘 性、粘性等を高めるものを加えて練り合

を高めるもの等を加えて練り合わせた後、製 性等を高めるものを加えて製めんしたもの（ わせたものを製めんした後、蒸し又はゆ

めんしたもの（かんすいを用いて製めんした かんすいを用いて製めんしたもの以外のもの で、有機酸溶液中で処理したものを、加

もの以外のものにあっては、成分でん粉がア にあつては、成分でん粉がアルファ化されて 熱殺菌したもののうち、添付調味料を添

ルファ化されているものに限る。）のうち、 いるものに限る。）のうち、調味料を添付し 付したものであって、簡便な調理操作に

添付調味料を添付したもの又は調味料で味付 たもの又は調味料で味付けしたものであつて より食用に供するものをいう。

けしたものであ て、簡便な調理操作により 、簡便な調理操作により食用に供するもの（っ

食用に供するもの（冷凍したもの及びチルド 生タイプ即席めんの日本農林規格（平成９年

温度帯で保存するものを除く。） ３月31日農林水産省告示第478号）第２条に規

定する生タイプ即席めん及びチルド温度帯で

保存するものを除く。）

２ １にかやくを添付したもの ２ １にかやくを添付したもの

即席めん類のうち、小麦粉又はこれに植物性た即席中華めん

ん白若しくは卵粉等を加えたものを原料 し、と

かんすいを用いてつくられたものをいう。

即席めん類のうち、小麦粉（デュラムセモリナ即席和風めん

の占める重量の割合が30％未満のものに限る。

この欄において同じ。）若しくは小麦粉及びそ

ば粉又はこれらにやまのいも粉、植物性たん白

若しくは卵粉等を加えたものを原料としてつく

られたものをいう。

即席めん類のうち、食器として使用できる容器即席カップめん

にめんを入れ、かやくを添付したものをいう。

直接又は希釈して、めんのつけ汁、かけ汁等と 直接又は希釈して、めんのつけ汁、かけ添 付 調 味 料 直接又は希釈して、めんのつけ汁、かけ汁等と 調 味 料 添 付 調 味 料



香 して液状又はペースト状で使用されるもの（香 汁等として液状又はペースト状で使用さして液状又はペースト状で使用されるもの（

辛料等の微細な固形物を含む。 辛料等の微細な固形物を含む。）をいう。 れるものをいう。）をいう。

ねぎ、メンマ等の野菜加工品、もち等の穀類加 ねぎ、メンマ等の野菜加工品、もち等の穀類加 油揚げ、てんぷら、もち、わかめ、ねぎか や く か や く か や く

工品、油揚げ等の豆類の調整品、チャーシュー 工品、油揚げ等の豆類の調整品、チャーシュー 、チャーシュー等めん及び添付調味料以

等の畜産加工食品、わかめ、つみれ等の水産加 等の畜産加工食品、わかめ、つみれ等の水産加 外のものをいう。

工食品、てんぷら等、めん及び添付調味料以外 工食品、てんぷら等めん及び調味料以外のもの

のものをいう。 をいう。

（即席めんの規格） （即席中華めんの規格） （生タイプ即席めんの規格）

即席中華めん 即席めんの規格は、次のとおりとする。第３条 即席めんの規格は、次のとおりとする。 第３条 の規格は、次のとおりとする。 第３条 生タイプ

区 分 基 準 区 分 基 準 区 分 基 準

性状及び色沢が良好であること。 性状及び色沢が良好であること。 性状及び色沢が良好であること。一 般 状 態 一 般 状 態 一 般 状 態

混入していないこと。 混入していないこと。 混入していないこと。異 物 異 物 異 物

調理後の香味が良好で、異味異臭がないこと。 調理後の香味が良好で、異味異臭がないこと。 調理後の弾力性、粘性及び香味が良好で食 味 食 味 食 味

あり、かつ、異味異臭がないこと。

10.0％（油処理により乾燥したもの以外のもの 54％（かんすいを使用したもの又はデュめ 水分（即席 油処理により乾燥したもの以外のものにあって め 水 分 め 水 分

にあつては、14.5％）以下であること。 ラムセモリナ若しくは強力小麦粉を主原ん めんのうち は、14.5％以下であること。 ん ん

料としたものにあっては45％）以上76％、めんを蒸

以下であること。し又はゆで

、有機酸溶

液中で処理

した後に加

熱殺菌した

もの（以下

「生タイプ

即席めん」

という。）

を除く。）

味付けしないで油処理により乾燥したもの（以酸 価 油処理により乾燥したものの油脂にあっては、 酸 価

下「油揚げめん」という。）の油脂について1.21.5以下であること。

以下、味付けし、かつ、油処理により乾燥した

もの（以下「味付油揚げめん」という。）の油

脂について1.5以下であること。

1.0以上であること。 1.0（デュラムセモリナ若しくは強力小麦よう素呈色 よう素呈

粉を主原料としたもの又はそば の配合度 色度 粉

割合が30％以上のものにあっては、0.7）

以上であること。

水素イオン pH3.8以上pH4.8以下であること。 水素イオ pH3.8以上pH4.8以下であること。

濃度（生タ ン濃度

イプ即席め



んに限る。

）

次に掲げるもの以外のものを使用していないこ 次に掲げるもの以外のものを使用していないこ 次に掲げるもの以外のものを使用してい食品添加物 食品添加物 食品添加

と。 と。 ないこと。物

１ pH調整剤１ めん質改良剤（かんすいとして使用するも １ かんすい

炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸 アジピン酸、クエン酸、酢酸ナトリのを含む。）

ピロリン酸四カリウム、ピロリ 乳酸、乳酸ナ炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸 ナトリウム、 ウム、炭酸ナトリウム、

ナトリウム、 及びＤＬ リンゴ酸のうち５ピロリン酸二水素二ナトリウム ン酸四ナトリウム、ポリリン酸ナトリウム、 トリウム －

種以下、ピロリン酸四カリウム、ピロリン酸四ナト メタリン酸ナトリウム、リン酸三カリウム、

リウム、ポリリン酸ナトリウム、メタリン酸 リン酸水素二ナトリウム、リン酸二水素ナト

ナトリウム、リン酸三カリウム、リン酸水素 リウム及びリン酸三ナトリウムのうち８種以

二ナトリウム、リン酸二水素ナトリウム、リ 下

ン酸三ナトリウム、トレハロース及び焼成カ

ルシウムのうち８種以下

２ 乳化剤 ２ 乳化剤 ２ 乳化剤

グリセリン脂肪酸エステル、植物レシチン グリセリン脂肪酸エステル、植物レシチン グリセリン脂肪酸エステル、植物レ

、ショ糖脂肪酸エステル及び酵素分解レシチ 及びショ糖脂肪酸エステルのうち２種以下 シチン及びショ糖脂肪酸エステルのう

ンのうち２種以下 ち２種以下

３ 増粘安定剤 ３ 増粘安定剤 ３ 糊料

アラビアガム、アルギン酸、カードラン、 アラビアガム、アルギン酸、カードラン、 アルギン酸、アルギン酸プロピレン

カラギナン、カラヤガム、カロブビーンガム カラギナン、カラヤガム、カロブビーンガム グリコールエステル、カードラン、カ

、キサンタンガム、キトサン、グァーガム、 、キサンタンガム、キトサン、グァーガム、 ロブビーンガム、キサンタンガム、グ

サイリウムシードガム、ジェランガム、タマ サイリウムシードガム、ジェランガム、タマ ァーガム、タマリンドシードガム、タ

リンドシードガム、ペクチン、ガティガム及 リンドシードガム、タラガム及びペクチンの ラガム及びペクチンのうち３種以下

びポリグルタミン酸のうち３種以下 うち３種以下

４ めん質改良剤（かんすいとして使用

する場合を含む。）

炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム

ピロリン酸二水素、炭酸ナトリウム、

二ナトリウム、ピロリン酸四ナトリウ

ム、ポリリン酸ナトリウム、メタリン

酸ナトリウム、リン酸水素二ナトリウ

ム、リン酸二水素ナトリウム及びリン

酸三ナトリウムのうち８種以下

４ 酸化防止剤 ４ 酸化防止剤 ５ 酸化防止剤

Ｌ アスコルビン酸パルミチン酸エステル Ｌ アスコルビン酸パルミチン酸エステル アスコルビン酸パルミチン酸エ－ － Ｌ－

、ミックストコフェロール及びローズマリー 、ミックストコフェロール及びローズマリー ステル及びミックストコフェロール

抽出物のうち２種以下 抽出物のうち２種以下 ６ 甘味料

カンゾウ抽出物及びカンゾウ末

５ 着色料 ５ 着色料 ７ 着色料



アナトー色素、イカスミ色素、ウコン色素 アナトー色素、イカスミ色素、ウコン色素 アナトー色素、β カロテン、クチ－

、カラメルⅠ、クチナシ青色素、クチナシ赤 、カラメルⅠ、カラメルⅢ、カラメルⅣ、ク ナシ青色素、クチナシ黄色素、デュナ

色素、クチナシ黄色素、デュナリエラカロテ チナシ青色素、クチナシ赤色素、クチナシ黄 リエラカロテン、パーム油カロテン及

ン、トウガラシ色素、パーム油カロテン、ベ 色素、デュナリエラカロテン、トウガラシ色 びベニバナ黄色素のうち３種以下

ニコウジ色素、ベニバナ黄色素及びマリーゴ 素、パーム油カロテン、ビートレッド、ベニ

ールド色素のうち３種以下 コウジ色素、ベニバナ黄色素及びマリーゴー

ルド色素のうち４種以下

調整剤 調整剤６ pH ６ pH

クエン酸、酢酸ナトリウム、 クエン酸及びＤＬ リンゴ酸アジピン酸、 －

炭酸ナトリウム、乳酸、乳酸ナトリウム、Ｄ

Ｌ リンゴ酸及びグルコノデルタラクトンの－

うち３種以下

８ 調味料７ 調味料 ７ 調味料

調味料（アミノ酸及び核酸） 調味料（アミノ酸） ＤＬ－アラニン、Ｌ－アルギニン、 

ＤＬ－アラニン、Ｌ－アルギニン、グリ ＤＬ－アラニン、Ｌ－アルギニン、グリ ５’－イノシン酸二ナトリウム、塩化

シン、Ｌ－グルタミン酸、Ｌ－グルタミン シン、Ｌ－グルタミン酸、Ｌ－グルタミン カリウム、５’－グアニル酸二ナトリ

酸ナトリウム、Ｌ－プロリン、ＤＬ－メチ 酸ナトリウム、Ｌ－プロリン、ＤＬ－メチ ウム、クエン酸三ナトリウム、グリシ

オニン、Ｌ－リシン塩酸塩、Ｌ－アスパラ オニン及びＬ－リシン塩酸塩 ン、Ｌ－グルタミン酸、Ｌ－グルタミ

ギン酸ナトリウム、Ｌ－シスチン、５’－ 調味料（核酸） ン酸ナトリウム、コハク酸二ナトリウ

イノシン酸二ナトリウム、５’－グアニル ５’－イノシン酸二ナトリウム、５’－ ム、フマル酸一ナトリウム、Ｌ－リシ

酸二ナトリウム及び５’－リボヌクレオチ グアニル酸二ナトリウム及び５’－リボヌ ン塩酸塩及び５’－リボヌクレオチド

ド二ナトリウムのうち６種以下 クレオチド二ナトリウム 二ナトリウムのうち３種以下

調味料（有機酸） 調味料（有機酸） 

クエン酸三ナトリウム、コハク酸、コハ クエン酸三ナトリウム、コハク酸、コハ

ク酸二ナトリウム、酢酸ナトリウム、Ｌ－ ク酸二ナトリウム、酢酸ナトリウム、Ｌ－

酒石酸水素カリウム、乳酸カルシウム、乳 酒石酸水素カリウム、乳酸カルシウム、乳

酸ナトリウム、フマル酸一ナトリウム及び 酸ナトリウム、フマル酸一ナトリウム及び

ＤＬ－リンゴ酸ナトリウムのうち５種以下 ＤＬ－リンゴ酸ナトリウムのうち５種以下

調味料（無機塩） 調味料（無機酸） 

塩化カリウム、リン酸水素二カリウム、 リン酸水素二カリウム、リン酸水素二ナ

リン酸水素二ナトリウム及びリン酸二水素 トリウム及びリン酸二水素ナトリウムのう

ナトリウムのうち２種以下 ち２種以下

８ 香辛料抽出物 ９ 香辛料抽出物

９ 香料 10 香料

10 強化剤 ８ 強化剤 11 強化剤

カルシウム塩、焼成カルシウム、ビタミン カルシウム塩、焼成カルシウム、ビ

１ 2 １ ２Ｂ 及びビタミンＢ タミンＢ 及びビタミンＢ

11 加工でん粉 ９ 加工でん粉 12 加工でん粉

アセチル化アジピン酸架橋デンプン、アセ アセチル化アジピン酸架橋デンプン、アセ アセチル化アジピン酸架橋デンプン

チル化リン酸架橋デンプン、アセチル化酸化 チル化リン酸架橋デンプン、アセチル化酸化 、アセチル化リン酸架橋デンプン、ア



デンプン、オクテニルコハク酸デンプンナト デンプン、オクテニルコハク酸デンプンナト セチル化酸化デンプン、オクテニルコ

リウム、酢酸デンプン、酸化デンプン、ヒド リウム、酢酸デンプン、酸化デンプン、ヒド ハク酸デンプンナトリウム、酢酸デン

ロキシプロピルデンプン、ヒドロキシプロピ ロキシプロピルデンプン、ヒドロキシプロピ プン、酸化デンプン、ヒドロキシプロ

ル化リン酸架橋デンプン、リン酸モノエステ ル化リン酸架橋デンプン、リン酸モノエステ ピルデンプン、ヒドロキシプロピル化

ル化リン酸架橋デンプン、リン酸化デンプン ル化リン酸架橋デンプン、リン酸化デンプン リン酸架橋デンプン、リン酸モノエス

及びリン酸架橋デンプン 及びリン酸架橋デンプン テル化リン酸架橋デンプン、リン酸化

デンプン及びリン酸架橋デンプン

甘味料、着色料、糊料及び漂白剤（それぞれ化 1.0（ごま油を調合したもの及び油脂に野菜等の 1.0（ごま油を調合したもの又は野菜等の添付調味料及び 調 添付油脂の 添 添付油脂

学的合成品のものに限る。）並びに保存料を使 香味を付与したものにあつては、4.0）以下であ 香味を付与したものにあっては、4.0）以かやくに使用さ 味 酸価 付 の酸価

用していないこと。 ること。 下であること。れる食品添加物 料 調

甘味料、着色料、糊料及び漂白剤（それぞれ化 甘味料、着色料、糊料及び漂白剤（それ及 食品添加物 味 食品添加

学的合成品のものに限る。）並びに保存料を使 ぞれ化学的合成品のものに限る。）並びび 料 物

用していないこと。 に保存料を使用していないこと。か 及

調理後の状態において、調理後の液汁とや び かやくの

カッ めんの重量比が１以上のもの（以下「汁く か 量（

プ型等の もの」という。）にあってはめんの重量や

容器入り の５％以上、その他のものにあっては2.5く

のものに ％以上であること。ただし、商品名に「

限る。） ざる」、「冷やし」等の用語を表示して

いるものを除く。

内 容 量 表示重量に適合していること。 内 容 量 表示重量に適合していること。 内 容 量 表示重量に適合していること。

防湿性及び十分な強度を有する資材を用いて密 めんの包 耐熱性、耐水性、耐油性、耐せん孔性及容器又は包装の 密封されていること。ただし、食器として使用 容器又は包装の 容

封されており、かつ、調理する時に包装したま 装 び十分な強度を有する材質のプラスチッ状態 できる容器にめんを入れてあるものにあっては 状態 器

破損又は変形により熱湯などの内容 ま加熱するものにあつては、耐熱性を有する資 ク又はこれを多層に合わせたものを袋状、その容器 又

物がこぼれないものであること。 材を用いてあること。 その他の形状に成形した容器（遮光性のは

ないものに限る。）に入れ、2.3kg/15mm包

以上の強度で密封してあること。装

十分な強度を有する資材を用いて密封さの 添付調味

れたものであること。ただし、調理する状 料及びか

ときに包装したまま加熱するものにあっ態 やくの包

ては、耐熱性を有する資材を用いてある装

こと。

カップ型 断熱性、耐水性、耐油性及び十分な強度

等の容器 を有する資材を用いたものであり、かつ

、破損及びへこみにより熱湯がこぼれる

おそれがないものであること。ただし、

調理するときに容器を加熱するものにあ

っては、耐熱性を有する資材を用いてあ

ること。

防湿性及び十分な強度を有する資材を用外 装



いてあること。

２ めんの油処理に使用した油脂の酸価は、1.5以下でなければなら

ない。なお、当該油脂の酸価をもって、油処理により乾燥しためん

の油脂の酸価に代えることができる。

（ の規格）即席和風めん

第４条 の規格は、次のとおりとする。即席和風めん

区 分 基 準

性状及び色沢が良好であること。一 般 状 態

混入していないこと。異 物

調理後の香味が良好で、異味異臭がないこと。食 味

10.0％（油処理により乾燥したもの以外のものめ 水 分

にあつては、14.5％）以下であること。ん

油揚げめんの油脂について1.2以下、味付油揚げ酸 価

めんの油脂について1.5以下であること。

1.0（そば粉の配合割合が30％以上のものにあつよう素呈色

ては、0.7）以上であること。度

次に掲げるもの以外のものを使用していないこ食品添加物

と。

めん質改良剤１

ピロリン酸四カリウム、ピロリン酸四ナト

リウム、ポリリン酸ナトリウム、メタリン酸

ナトリウム、リン酸水素二ナトリウム、リン

酸二水素ナトリウム及びリン酸三ナトリウム

のうち５種以下

２ 乳化剤

グリセリン脂肪酸エステル、植物レシチン

及びショ糖脂肪酸エステルのうち２種以下

３ 増粘安定剤

アラビアガム、アルギン酸、カードラン、

カラギナン、カラヤガム、カロブビーンガム

、キサンタンガム、キトサン、グァーガム、

サイリウムシードガム、ジェランガム、タマ

リンドシードガム、タラガム及びペクチンの

うち３種以下

４ 酸化防止剤

Ｌ アスコルビン酸パルミチン酸エステル－

、ミックストコフェロール及びローズマリー

抽出物のうち２種以下

５ 着色料

カラメルⅠ、カラメルⅣ、クチナシ黄色素



、デュナリエラカロテン及びパーム油カロテ

４種以下ンのうち

pH調整剤６

クエン酸及びＤＬ リンゴ酸－

７ 調味料

調味料（アミノ酸）

ＤＬ－アラニン、グリシン、Ｌ－グルタ

ミン酸、Ｌ－グルタミン酸ナトリウム、Ｌ

－プロリン及びＬ－リシン塩酸塩

調味料（核酸）

５’－イノシン酸二ナトリウム、５’－

グアニル酸二ナトリウム及び５’－リボヌ

クレオチド二ナトリウム

調味料（有機酸）

クエン酸三ナトリウム、コハク酸、コハ

ク酸二ナトリウム、乳酸ナトリウム及びフ

マル酸一ナトリウム

調味料（無機酸）

リン酸水素二ナトリウム及びリン酸二水

素ナトリウム

８ 強化剤

カルシウム塩、焼成カルシウム、ビタミン

１ ２Ｂ 及びビタミンＢ

９ 加工でん粉

アセチル化アジピン酸架橋デンプン、アセ

チル化リン酸架橋デンプン、アセチル化酸化

デンプン、オクテニルコハク酸デンプンナト

リウム、酢酸デンプン、酸化デンプン、ヒド

ロキシプロピルデンプン、ヒドロキシプロピ

ル化リン酸架橋デンプン、リン酸モノエステ

ル化リン酸架橋デンプン、リン酸化デンプン

及びリン酸架橋デンプン

甘味料、着色料、糊料及び漂白剤（それぞれ化調 食品添加物

学的合成品のものに限る。）並びに保存料を使味

用していないこと。料

及

び

か

や

く



内 容 量 表示重量に適合していること。

防湿性及び十分な強度を有する資材を用いて密容器又は包装の

封されており、かつ、調理する時に包装したま状態

ま加熱するものにあつては、耐熱性を有する資

材を用いてあること。

（即席カップめんの規格）

の規格は、次のとおりとする。第５条 即席カップめん

区 分 基 準

上 級 標 準

性状及び色沢が優良で 性状及び色沢が良好で一 般 状 態

あること。 あること。

異 物 同左混入していないこと。

調理後の香味が優良で 調理後の香味が良好で食 味

、異味異臭がないこと 、異味異臭がないこと

。 。

め 水 分 同左10.0％（油処理により

乾燥したもの以外のもん

のにあつては、14.5％

）以下であること。

酸 価 同左油揚げめんの油脂につ

いて1.2以下、味付油揚

げめんの油脂について1

.5以下であること。

よう素呈色 同左1.0（デュラムセモリナ

又はそば粉の配合割合度

が30％以上のものにあ

つては、0.7）以上であ

ること。

食品添加物 同左即席中華めんのめんを

使用したものにあつて

は、即席中華めんの規

格の食品添加物と、即

席和風めん及び即席欧

風めん（即席めん類の

うち、小麦粉（デュラ

ムセモリナの占める重

量の割合が30％以上の

ものに限る。)又はこれ

に卵粉等を加えたもの

を原料としてつくられ



たものをいう。以下同

じ。）のめんを使用し

たものにあつては即席

和風めんの規格の食品

添加物と同じ。

調 かやくの量 汁ものにあつてはめん調理後の液汁とめんの

味 の重量の６％以上、そ重量比が１以上のもの

料 の他のものにあつては（以下「汁もの」とい

及 ４％以上であること。う。）にあつてはめん

の重量の15％以上、そび

の他のものにあつては1か

0％以上であること。や

く 添付油脂の 同左即席中華めんにあつて

は、1.0（ごま油を調合酸価

したもの又は油脂に野

菜等の香味を付与した

ものにあつては、4.0）

、即席欧風めんにあつ

ては、2.0（油脂に野菜

等の香味を付与したも

のにあつては、4.0）以

下であること。

食品添加物 同左甘味料、着色料、糊料

及び漂白剤（それぞれ

化学的合成品のものに

限る。）並びに保存料

を使用していないこと

。

内 容 量 表示重量に適合してい 同左

ること。

容器又は包装の 同左１ 容器を加熱するも

のにあつては、当該状態

容器が耐熱性、耐水

性、耐油性及び十分

な強度を有する資材

を用いたものであり

、内容物が内装によ

り密封されており、

かつ、これらを清潔

に保持するために容



器全体が外装された

ものであること。

２ 容器を加熱するも

の以外のものにあつ

ては、当該容器が耐

熱性、断熱性、耐水

性、耐油性及び十分

な強度を有する資材

を用いたものであつ

て、密封されており

、かつ、これを清潔

に保持するために容

器全体が外装された

ものであること。

３ 容器を加熱するも

のにあつては、当該

容器が日本工業規格

Ｈ4160（1974）に規

定する3003のアルミ

ニウム合金はくであ

つて、厚さが0.08㎜

以上のもの又はこれ

と同等以上の強度を

有するアルミニウム

はく若しくはアルミ

ニウム合金はくを用

いたものであり、か

つ、ピンホール、き

裂等のないものであ

ること。

４ 調理時又は喫食時

において、容器の破

損により、かつ、容

器を加熱するもの以

外のものについては

、容器のへこみによ

り、熱湯がこぼれる

（測定方法）おそれがないこと。

第４条 前条の規格における水分、よう素呈色度、水素イ（測定方法） （測定方法）

第４条 前条の規格における水分、酸価及び水素イオン濃度の測定方 前３条の規格における水分、酸価、よう素呈色度及びかやく オン濃度、添付油脂の酸価、かやくの量及び密封部の強第６条



法は、次のとおりとする。 の量の測定方法は、次のとおりとする。 度の測定方法は、次のとおりとする。

事 項 測 定 方 法 事 項 測 定 方 法 事 項 測 定 方 法

粉砕した試料約２ｇをはかり取り、105℃で２ 試料約２ｇをはかり取り、105℃で２時間乾燥し 試料約２ｇを量り取り、135℃で２時間乾燥し水 分 １ 水 分 水 分

時間乾燥した後ひょう量し、乾燥前の重量と乾 た後ひよう量し、乾燥前の重量と乾燥後の重量 た後ひょう量し、乾燥前の重量と乾燥後の重量

燥後の重量との差の試料重量に対する百分比を との差の試料重量に対する百分比を水分とする との差の試料重量に対する百分比を水分とする

水分とする。 。 。

試料から石油エーテルにより抽出した油脂又は 油処理しためんについては、試料から石油 よう素呈 試料約200ｇを量り取り、約500mlの沸とう水中酸 価 ２ 酸 価

油処理そうの油脂約３ｇを200mlの三角フラス エーテルにより抽出した油脂約３ｇを200mlの 色度 に投入し、かきまぜながら正確に１分間沸とう

コにはかり取り、エチルアルコール（94容量％ 三角フラスコにはかり取り、エチルアルコー 加熱した後取り出して、直ちに水中で冷却し、

以上のもの。）とエチルエーテル１対１の混液 ル（94容量％以上のもの。以下同じ。）とエ 水を切る。その試料60ｇを量り取り、190mlの

80ml及びフェノールフタレイン指示薬溶液の適 チルエーテル１対１の混液80ml及びフエノー 水を加えて均一となるまで混合する。次に内容

量を加え、0.05mol／Ｌ水酸化カリウムエチル ルフタレイン指示薬溶液の適量を加え、0.05m 物をよく振りまぜて約50mlを遠心沈でん管に取

アルコール溶液で滴定し、次の算式により酸価 ol／Ｌ水酸化カリウムエチルアルコール溶液 り、遠心分離し、上澄液１mlを100mlメスフラ

を求める。 で滴定し、次の算式により酸価を求める。 スコに取り、水約70mlを加えたものに0.05mol/

0.05mol／ＬＫＯＨ（ml）×2.806×ｆ 0.05mol／ＬＫＯＨ（ml）×2.806×ｆ Ｌよう素・よう化カリウム溶液１mlを加えて水

で100ml定容とした後、分光光度計を用いて570酸価＝ 酸価＝

測定に用いた抽出油脂（ｇ） 測定に用いた抽出油脂（ｇ） nmの波長において１㎝セルで吸光度を測定し、

ｆは、0.05mol／Ｌ水酸化カリウムエチルア ｆは、0.05mol／Ｌ水酸化カリウムエチルアル この値をよう素呈色度とする。

ルコール溶液の係数 コール溶液の係数

試料15ｇに水135mlを加えて均一となるまで混 添附油脂については、試料約20ｇをビーカ 試料15ｇに水135mlを加えて均一となるまで混水素イオン濃度 水素イオ

合した後、水素イオン濃度計で測定し、この値 ーにはかり取り、乾燥したケイソウ土をかく 合した後、水素イオン濃度計で測定し、この値ン濃度

を水素イオン濃度とする。 はんしながら試料の粘性がなくなり粗粉状に を水素イオン濃度とする。

なるまで加え、石油エーテルを加えてかくは 添付油脂 試料約20ｇをビーカーに量り取り、乾燥したケ

んし、ろ過しながら石油エーテル層を分液ろ の酸価 イソウ土をかくはんしながら試料の粘性がなく

斗に集め、この操作を数回繰り返して石油エ なり粗粉状になるまで加え、石油エーテルを加

ーテル層を全部集める。これを50mlの水で２ えてかくはんし、ろ過しながら石油エーテル層

回洗い、上部石油エーテル層を分取し、無水 を分液ろ斗に集め、この操作を数回繰り返して

硫酸ナトリウムで脱水した後、石油エーテル 石油エーテル層を全部集める。これを50mlの水

を蒸発除去する。得られた抽出油脂約３ｇを で２回洗い、上部石油エーテル層を分取し、無

三角フラスコにはかり取り、直ちにエチルア 水硫酸ナトリウムで脱水した後、石油エーテル

ルコールとエチルエーテル１対１の混液80ml を蒸発除去する。得られた抽出油脂約３ｇを三

及びフエノールフタレイン指示薬溶液の適量 角フラスコに量り取り、直ちにエチルアルコー

を加え、0.05mol／Ｌ水酸化カリウムエチルア ルとエチルエーテル１対１の中和した混液 ml80

ルコール溶液で滴定し、次の算式により酸価 及びフェノールフタレイン指示薬溶液の適量を

を求める。 加え、 Ｌ水酸化カリウムエチルアルコ0.05mol/

0.05mol／ＬＫＯＨ（ml）×2.806×ｆ ール溶液で滴定し、次の算式により酸価を求め

る。酸価＝

2.806× ×f抽出油脂（ｇ） Ａ

酸化＝ｆは、0.05mol／Ｌ水酸化カリウムエチルアル

抽出油脂（ｇ）コール溶液の係数



アルファ化されているめんについては、150 Ａ：0.05mol/Ｌ水酸化カリウムエチルアルコ３ よう素呈色 

m以下に粉砕した試料（油処理したものにあ ール標準液の使用量（ml）度 μ

つては、脱脂後粉砕した試料）2.0ｇを共せん ｆ：0.05mol/Ｌ水酸化カリウムエチルアルコ

付遠心沈でん管にはかり取り、水20mlを加え ール溶液の係数

て振りまぜ、これを50±１℃の温水浴中に時 全試料を約１Ｌの沸騰した１％食塩水溶液に、かやくの

々振りまぜながら30分間保つた後、毎分3,000 表示された調理時間（レトルト包装のものであ量

回転で10分間遠心分離する。次に上澄液１ml って調理時間が表示されていないものにあって

を25mlメスフラスコに取り、水約20mlを加え は、３分間）浸漬した後、日本工業規格Ｚ8801

たものに0.05mol／Ｌよう素・よう化カリウム （1987）に規定する500 mの網ふるいのふるいμ

溶液１mlを加えて水で25ml定容とした後、分 目を通過しないものを２分間放置後（調理時間

光光度計を用いて570nmの波長において１㎝セ が表示されていないものにあっては、そのまま

ルで吸光度を測定し、この値をよう素呈色度 ）ひょう量し、次の算式によりかやくの量を求

とする。 める。

かやくの重量（ｇ）アルファ化されていないめんについては、

かやくの量（％）＝ ×100長さ約10㎝に折つた試料20ｇをはかり取り、1

表示めん重量（ｇ）.5 の沸とう水中に投入し、かきまぜながらç

正確に４分間沸とう加熱した後取り出して、

直ちに水中で冷却し、水を切つてからミキサ

ー中に移し、約150mlの水を加えて10分間混合 密封部の 容器の密封箇所を図のように切り取って開き

し、全体を250mlメスフラスコに洗い移し定容 強度 、その開いた両端を、300±20㎜／分の速度で

重とする。次に内容物をよく振りまぜて約50ml 引っ張り、密封部がはく離するまでの最大荷

を遠心沈でん管に取り、毎分3,000回転で20分 を測定し、その値をキログラムで表したものを

間遠心分離し、上澄液１mlを100mlメスフラス 密封部の強度とする

コに取り、水約70mlを加えたものに0.05mol／

Ｌよう素・よう化カリウム溶液１mlを加えて

水で100ml定容とした後、分光光度計を用いて

570nmの波長において１㎝セルで吸光度を測定

し、この値をよう素呈色度とする。

全試料を約１Lの沸騰した１％食塩水溶液に、表４ かやくの量

示された調理時間（レトルト包装のものであつ

て調理時間が表示されていないものにあつては

、３分間）浸漬した後、日本工業規格Ｚ8801（1

987）に規定する500 mの網ふるいのふるい目をμ

通過しないものを２分間放置後（調理時間が表

示されていないものにあつては、そのまま）、

ひよう量し、次の算式によりかやくの重量を求

める。



1Ｋ

2かやくの量（％）＝ ＋Ｋ

2.25

100

×

表示されためんの重量（ｇ）

Ｋ ：調理中に使用するかやく（レトルト包1

装のものを含む。）の重量(ｇ)

Ｋ ：調理後に使用するかやくの重量（ｇ）2

１５

４０～８０

密封部

容器の外

周の一部 ４０～８０

１５

単位：ミリメートル


